
 
 
笠松川まつりの中止 
　毎年8月15日に笠松みなと公

園一帯で開催している「笠松

川まつり」は、今年は安全な会

場運営が困難であることや、新

型コロナウイルス感染症拡大の

リスクに配慮し、中止します。 

cかさまつまちづくりイベント 

実行委員会（企画課内） 

蕁388‐1113

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援 
特別給付金（ひとり親以外の子育て世帯分） 

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得

の子育て世帯に対する生活支援のため、児童1人あたり5万円を支

給します（ひとり親の特別給付金は5月に支給済みです）。 

　詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

支給対象者 
　令和3年3月31日時点で18歳未満の児童（令和4年2月末までに出

生した子を含む。障がい児の場合、20歳未満。）を養育する父母等で、

住民税均等割非課税の方 

支給額　対象児童1人につき5万円 
支給方法 

c福祉子ども課　蕁388‐1116

建築物の耐震化促進に伴う 
助成 

　町では地震に備えるため、昭

和56年5月31日以前に着工され

た木造一戸建て住宅の耐震診

断を希望される方に、無料で専

門家を派遣し、耐震診断と耐震

補強のアドバイスを受けられる

制度を設けています。 

　また、昭和56年6月1日以降に

着工された木造住宅の耐震診

断と、昭和56年5月31日以前に

着工された木造以外の建築物

の耐震診断、昭和56年5月31

日以前に着工された木造住宅

の耐震補強または、耐震シェル

ターなどの設置にかかる費用の

一部を助成する制度を設けて

います。 

申込期限　12月28日（火） 
e建設課　蕁388‐1117

住宅リフォーム支援補助金（第2弾） 
　新型コロナウイルス感染症の家庭内感染の防止のための住宅リ

フォーム工事に掛かる費用を軽減する補助金を創設しました。 

　詳しくは、町ホームページをご覧ください。 

100,000円以上の対象工事を登録事業店で実施する方 

・高性能換気扇設置工事 

・抗菌素材への交換工事 

・自動水洗への切替工事 

・新規手洗い場増設工事　など 

補助率1/2 

最大100,000円 

令和3年11月30日（火） 

笠松町商工会（春日町15番地の1） 

予算に達し次第、申請受付を終了します。 

c笠松町商工会　蕁388‐2566　　環境経済課　蕁388‐1114

　7月18日（日）は、家庭の日です。 

　心豊かな明るい家庭づくりをしましょう。 

【今月のテーマ】 
家族みんなで一緒に過ごす時間を増やし、絆を深めましょう。 

第3日曜日は家庭の日 

対象者 支給方法 
児童手当または特別児童扶養手当受
給の方 
高校生の子を養育する方 
令和3年1月1日以降収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となった方 

各手当の指定口座へ振込みます（申請
不要。ただし公務員は申請が必要です） 
申請により振込みます 

申請により振込みます 

▲詳しくはこちら 

第３７号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（専決第
２号）の専決処分の承認 

補正額 ３,０７３,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,００３,１１４,０００円 
［主な補正内容］ 
・児童生徒が安心して学校生活を送るために、教職員な
どが定期的にPCR検査を受診するため、消耗品費を
計上 

第３８号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（専決第
３号）の専決処分の承認 

補正額 ２０,０９３,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０２３,２０７,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている低所得
の子育て世帯（ひとり親世帯以外の世帯）に対し、生活
支援特別給付金を給付することに伴う経費を計上 

第３９号　羽島郡二町教育委員会委員の任命同意 
委員の任期満了に伴い、羽田野正史氏（岐南町）を後
任として同委員に任命するため、町議会の同意を求める
もの 
第４０号　笠松町職員の服務の宣誓に関する条例の一部

を改正する条例 
町が策定した「行政手続きにおける押印の見直し指針」

に基づき、押印などを不要とすることに伴う、所要の規定
整備 
第４１号　笠松町固定資産評価審査委員会条例の一部を

改正する条例について 
令和３年３月３１日に地方税法等の関係法令が公布され、

地方税関係書類が見直され、押印などを不要にすること
に伴う、所要の規定整備 
第４２号　笠松町手数料条例の一部を改正する条例 
行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正により、個人番号カー
ド再交付手数料が、町から地方公共団体情報システム機
構において徴収することに伴う、所要の規定整備 
第４３号　笠松町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一
部を改正する条例 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに
特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の
一部改正により、地域型保育事業における連携施設の確
保義務緩和要件に係る読替え規定を明記するなど、所要
の規定整備 
第４４号　笠松町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の
一部改正により、家庭的保育事業者などの業務負担軽減
を図るため、諸記録の作成・保存などの変更に伴う、所要
の規定整備 
第４５号　笠松町介護保険条例の一部を改正する条例 
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し

た場合などの介護保険第一号保険料の減免について、
令和３年度分も継続して行うことに伴う、所要の規定整備 

第４６号　笠松町新こども館建築工事請負契約の一部変
更 

契約金額　　変更前 １４８,５００,０００円 
　　　　　　変更後 １７８,４０１,３００円 
第４７号　令和３年度笠松町一般会計補正予算（第２号） 
補正額 ５８,００１,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ７,０８１,２０８,０００円 
［主な補正内容］ 
・街頭防犯カメラを町内会が設置するために必要となる
経費に対し、補助金を計上 
・長池東と長池西から要望があった地区集会所の改修
補助金を計上 
・篤志者からの寄附を活用し、保育所の備品を購入する
費用に対し、補助金を計上 
・ワクチン接種を実施するにあたり必要経費を増額 
・県の緊急事態措置などに基づく休業協力要請に応じて、
全面的に協力する事業者に対し、協力金の費用を一
部負担するため負担金を計上 
・下羽栗小学校５・６年生の４クラス分に県産材を利用し
たロッカーと掃除道具入れを設置する費用を計上 

第４８号　令和３年度笠松町国民健康保険特別会計補正
予算（第１号） 

補正額 ３９１,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ２,１２３,４８７,０００円 
［主な補正内容］ 
・新型コロナウイルス感染症に感染した場合などの傷病
手当金を増額 

第４９号　令和３年度笠松町介護保険特別会計補正予算
（第１号） 

補正額 △２,１００,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,８５２,０６３,０００円 
［主な補正内容］ 
・４月１日付けの職員異動などに伴う人件費の調整 
第５０号　令和３年度笠松町水道事業会計補正予算（第

１号） 
補正額 ４２,４８０,０００円 
補正後歳入歳出予算額 ６６４,４１３,０００円 
［主な補正内容］ 
・料金・会計システムの再構築に係る導入経費の計上 
・下水道事業負担分の事務費負担金の増額 
第５１号　令和３年度笠松町下水道事業会計補正予算（第

１号） 
補正額 ２６,７８７,０００円 
補正後歳入歳出予算額 １,４０３,８２１,０００円 
［主な補正内容］ 
・料金・会計システムの再構築に係る導入経費を水道事
業と折半するため、水道事業会計への負担金を計上 

［全て可決］ 

第2回笠松町議会定例会議決結果（6月8日開会　6月17日閉会） 
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令和3年7月号 
第1130号 10 令和3年7月号 

第1130号 11


